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問 

　
25
年
度
ま
で
の
時
限
的
な
制

度
で
あ
る
狭
あ
い
道
路【

①
】

整
備
事
業【

②
】に
つ
い
て
尋

ね
る
。①

狭
あ
い
道
路
と
は
、
建
築
基

準
法
第
42
条
第
２
項
に
規
定
す

る
道
路
及
び
当
該
道
路
以
外
で
幅
員

４
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
の
こ
と
。

　

②
狭
あ
い
道
路
に
接
し
て
い
る
敷

地
で
建
築
確
認
申
請
を
提
出
す
る
場

合
や
利
用
形
態
の
変
更（
塀
の
撤
去
、

拡
幅
等
）な
ど
を
さ
れ
る
場
合
に
30
日

前
ま
で
に
市
と
事
前
協
議
を
す
る
。

Ｑ　

協
議
を
し
た
ら
ど
う
な
る
の
？

Ａ　

協
議
が
整
い
後
退
す
る
用
地
を

市
に
寄
附
す
る
場
合

・
後
退
用
地
の
測
量
、
登
記
、
整
備

を
市
が
行
い
、
奨
励
金
を
支
払
い

ま
す
。

・
塀
な
ど
の
除
去
に
つ
い
て
は
、
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

Ａ　

協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
場
合
や

市
に
寄
附
し
な
い
場
合

・
用
地
を
後
退
し
て
自
主
管
理
と
な

り
ま
す（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）。

⑴　
利
用
状
況
と
到
達
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

⑵　
25
年
度
で
終
了
に
せ
ず
、

国
の
制
度
と
し
て
存
続
す
る
こ

と
を
強
く
求
め
る
が
ど
う
か
。

   

答 

都
市
計
画
課
長

⑴　

22
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

の
狭
あ
い
道
路
の
拡
幅
整
備
に

関
す
る
要
綱
に
基
づ
く
事
前
協

議
の
状
況
は
、
22
年
度
か
ら
24

年
度
ま
で
の
３
年
間
の
実
績

は
、
22
年
度
、
協
議
件
数
28
件
、

そ
の
う
ち
寄
附
21
件
、
自
主
管

理
、
７
件
。
23
年
度
、
協
議
件

数
10
件
、
寄
附
４
件
、
自
主
管

理
６
件
。
24
年
度
、
協
議
件
数

10
件
、
寄
附
４
件
、
自
主
管
理

６
件
。
３
年
間
の
合
計
は
協
議

件
数
48
件
、
う
ち
寄
附
29
件
、

自
主
管
理
19
件
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
国
の
社
会
資
本

整
備
交
付
金
対
象
事
業
と
し
て

23
年
度
は
、
対
象
額
608
万
円
、

う
ち
２
分
の
１
の
304
万
円
が
国

費
。
24
年
度
が
676
万
円
の
対
象

額
、
国
費
が
338
万
３
千
円
。
合

計
対
象
額
千
284
万
６
千
円
、
国

費
は
642
万
３
千
円
で
あ
る
。

　

到
達
状
況
は
、
敷
地
所
有
者

等
か
ら
事
前
協
議
を
受
け
、
手

続
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
市

が
計
画
を
立
て
整
備
す
る
事
業

で
は
な
い
た
め
、
申
し
上
げ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

⑵　

26
年
度
以
降
の
支
援
に
つ

い
て
は
、
愛
知
県
が
財
務
省
や

国
土
交
通
省
な
ど
へ
今
年
度
要

望
を
行
っ
て
い
る
。

   

問 

⑴　
当
初
予
算
と
決
算
で
は
財

政
調
整
基
金
繰
入
金
、
前
年
度

繰
越
金
に
大
幅
な
差
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
予
算
の
組
み
方
は

改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

⑵　
近
隣
市（
尾
張
９
市
）【

】

で
は
、
減
収
が
多
い
中
、
当
市

は
、
増
収
に
な
っ
て
い
る
。
市

の
財
政
運
営
上
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
。

一
宮
市
・
津
島
市
・
犬
山
市
・

江
南
市
・
稲
沢
市
・
岩
倉
市
・

愛
西
市
・
あ
ま
市
に
当
市
を
含
め
た

９
市

⑶　
固
定
資
産
税
が
、
市
税
全

体
の
中
で
占
め
る
割
合
は
、
18

年
53・7
％
、
23
年
57・6
％
と

税
収
の
相
当
部
分
で
あ
る
。
都

市
計
画
税
が
な
か
っ
た
こ
と
が

市
の
発
展
を
作
り
出
し
て
い
る

と
考
え
る
が
、
都
市
計
画
税
を

課
税
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

   

答 

総
務
部
長

⑴　

今
ま
で
の
編
成
は
、
財
政

調
整
基
金
繰
入
金
と
繰
越
金
を

足
し
て
一
定
の
範
囲
内
で
あ
れ

ば
、
最
終
的
に
財
政
調
整
基
金

を
取
り
崩
さ
な
い
で
よ
い
と
考

え
て
い
る
。
一
定
の
範
囲
を
増

や
し
て
し
ま
う
と
財
政
調
整
基

金
を
取
り
崩
す
と
い
う
結
果
に

な
る
た
め
、
上
限
を
守
り
つ
つ

割
合
を
変
え
る
と
い
う
組
み
方

も
１
つ
の
方
法
で
あ
る
と
考
え

る
。

   

答 

市
長

⑵　

市
民
の
大
変
な
御
努
力
と

同
時
に
、西
部
臨
海
工
業
地
帯
、

あ
る
い
は
平
島
の
区
画
整
理
事

業
等
々
で
多
く
の
市
民
の
皆
様

か
ら
、
固
定
資
産
税
を
中
心
と

し
た
状
況
で
あ
る
。

　

中
期
財
政
計
画
で
は
、
合
併

算
定
が
え
の
特
例
の
地
方
交
付

税
が
減
額
に
な
る
。
あ
る
い
は

西
部
臨
海
工
業
地
帯
か
ら
特
別

奨
励
金
は
回
収
で
き
な
い
状
況

の
中
で
、
健
全
化
を
ど
う
図
っ

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
こ
れ

か
ら
の
大
き
な
課
題
と
考
え
る
。

⑶　

市
民
に
理
解
を
し
て
い
た

だ
く
前
に
、
議
案
と
し
て
提
案

す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

日
本
共
産
党

弥
富
市
議
団

三
宮 

十
五
郎 

議
員

狭
あ
い
道
路
の

整
備
促
進
に
つ
い
て

市
の
財
政
状
況
の
共
通

理
解
と
市
民
本
位
の
運
営
を

し
っ
か
り
と
協
議
を

し
て
い
き
た
い

時
限
的
制
度
だ
が
、引
続
き

支
援
の
要
望
を
し
て
い
く




